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   開     議 

 

 

○渋谷佐輔議長 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員は、ございませ

ん。 

 よって、ただいまの出席議員は定足数に達し

ております。 

 なお、泡渕栄人地方創生戦略監から、本日並

びに明日の会議を欠席させてほしい旨の申し出

がありましたので、ご報告いたします。 

 また、平 進介議員並びに浅野敏明議員から、

資料の配付について申し出があり、会議規則第

150条の規定により許可いたしましたので、ご

報告いたします。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

２号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 日程第１、市政一般に関する質

問を行います。 

 なお、質問の時間は、答弁を含めて60分以内

となっておりますので、ご協力をお願いします。 

 それでは、順次ご指名いたします。 

 

 

 平 進介議員の質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 順位１番、議席番号５番、平 

進介議員。 

  （５番平 進介議員登壇） 

○５番 平 進介議員 おはようございます。 

 今定例会の一般質問は、トップバッターの機

会をいただきました。初日の午前中の発言は久

しぶりですので緊張しておりますが、よろしく

お願いをいたします。 

 きょうは木曜日でありまして、勧進代の南部

ミニデイの日でありますが、議会傍聴の日とし

て設定していただきました。大変ありがたいと

思っております。 

 けさ午前３時ごろ、北海道胆振地方安平町、

厚真町付近を震源とする震度６強の強い地震が

発生し、295万世帯で停電し、建物倒壊や土砂

崩れによる安否不明の方もおられるなど、被害

が拡大しているようであります。 

 また、台風21号の影響により、中国地方を中

心に、人的被害を初め大きな被害が発生しまし

た。関西空港も連絡橋が損傷し、利用者が孤立

したり、滑走路が浸水し、復旧に１週間程度か

かるということのようであります。 

 日本列島、災害はいつ起こるかわかりません

が、毎年のように大きな災害が発生している近

年の状況であります。そのための備えの大切さ、

個人の備え、市を挙げての備えの大切さをまた

痛感したところであります。 

 さて、上野にある東京国立博物館で、７月か

ら２カ月間にわたり、特別展「縄文」が開催さ

れました。山形県舟形町から発掘された縄文の

女神を初め、土偶の国宝５点、そして同じく国

宝の火焔型土器の縄文時代の国宝６点が公開さ

れました。国宝６点が全て一挙に公開されたの

は、史上初とのことであります。１万3,000年

前から１万年前にわたり続いたとされる縄文時

代でありますが、特別展では草創期から晩期ま

で、日本各地から出土した200点を超える土偶

や土器などが展示されておりました。 

 フラワー長井線の一番で出発し、開館前の９

時半前には会場に到着したところですが、外国

人を含む大勢の来館者の方が列をつくり、入る
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までに30分以上かかりました。縄文時代、特に

国宝に対する人気と関心の高さを感じたところ

です。初めて拝見する国宝土偶５点を目の当た

りにし、大きいものでも45センチと、そう大き

くはありませんが、厳重に管理されたケースに

鎮座する本物との出会いに感動したところです。 

 長井市の古代の丘には、日本各地から出土し

た土偶15体が、大きさを変えながらも精巧につ

くられ、土偶広場に整備・展示されております。

直接触れたり登ったりすることができる土偶た

ちです。しかし、残念ながらここに国宝土偶５

体はありません。古代の丘の土偶は平成２年度

に整備されましたが、国宝５体は整備後に国宝

に指定されたり、整備後に出土し指定されたも

のばかりであります。ぜひこの土偶５体と火焔

型土器を含めた国宝６点全てを古代の丘に再現

し、長井を訪れる方々の観光と学習の目玉とし

たいものだと、その思いをさらに強くいたしま

した。 

 内谷市長におかれましては、この思いを受け

とめていただき、ぜひ整備をお願いしたいもの

だと思っております。 

 さて、前置きが少し長くなりましたが、本題

に入ります。本定例会における一般質問は、幼

児教育・保育の無償化について並びに自治公民

館の管理運営等についての２件についてであり

ます。前向きな答弁をお願いし、質問に入りま

す。 

 初めに、大項目の１、幼児教育・保育の無償

化についてであります。 

 私は、来年10月から実施予定とされている幼

児教育・保育無償化について、１年後に迫り、

募集期間を含め、準備期間が極めて短いと感じ

ています。その中で保護者が制度改正について

十分に正しい理解を深め、保育園等を選択でき

るようにしなければなりませんし、その募集の

開始時期も差し迫っている状況です。保護者に

対し丁寧な説明を行い、混乱が生じないよう最

大限配慮しながら、新年度の入園児募集ができ

る対応策が必要だと考えております。国による

制度設計内容の詳細が自治体に示されていない

ということでありますが、現段階での対応等に

ついて質問してまいります。 

 なお、議長の許可を得まして、資料をお配り

させていただいております。これは私が８月24

日の通告時点で新聞報道等による無償化のイメ

ージを参考までに示したものでありますが、今

後、国から正式に示されるものと異なる場合が

あることを申し添えておきたいと思います。 

 幼児教育無償化については、幼児教育の重要

性に鑑み、全ての子供に質の高い幼児教育を目

指すものであり、平成29年６月に閣議決定され

た経済財政運営と改革の基本方針2017について、

いわゆる骨太の方針により財源を確保しながら、

段階的に無償化等を進めるとされたものであり

ます。 

 去る８月15日の山形新聞に「保育無償 大半

が不安」という見出しで記事が掲載されており

ました。共同通信の調査で都道府県所在地や政

令指定都市など全国の主要都市を聞いたところ、

回答した81自治体のうち、賛成は半数未満の36

自治体にとどまり、60％が待機児童ふえると回

答したということであります。また、自治体の

業務がふえ対応できるかが不安や、実施の際、

現場で混乱を招くおそれがあるといった回答も

多かったということであります。 

 私は、無償化については基本的に賛成ですが、

このたびの拙速とも言える無償化に幾つかの不

安要素を感じます。その１つは、待機児童問題

の加速であります。十分な受け入れ態勢を整え

ないまま無償化となれば、入所希望者は当然ふ

えて、受け入れ能力を超えることは容易に想像

がつきます。 

 ２つ目は、保育や教育の質の低下の懸念であ

ります。準備が整わないうちにゴーサインが出

されてしまえば、その流れに沿って運営すると
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いう、本来の目的である幼児教育の重要性が損

なわれてしまう危険性をはらんでいると思いま

す。 

 ３つ目は、一番大切な保育士などの人材確保

対策が間に合わないのではという懸念でありま

す。 

 私は、こうした不安要素を払拭し、混乱が生

じないよう配慮しながら、長井市として積極的

に無償化に取り組んでいただきたいということ

で、以下、順次質問してまいります。 

 初めに、来年10月から始まる無償化ですが、

市で進める子育て教育行政とのかかわりで、ど

う捉えておられるのかという点であります。市

の総合戦略の核ともなる子育て・教育支援を応

援する無償化制度は追い風と受けとめることが

できると思いますが、一方で無償化により対象

児童がふえれば、当然市への財政的な負担など

もふえてくると思われるのですが、そうした制

度改正も含めて市長はどう捉えられておられる

か、お伺いいたします。 

 次に、無償化に向けた制度改正の内容とスケ

ジュールについて子育て推進課長にお聞きいた

します。また、現在の待機児童数の状況につい

て、ゼロ歳から２歳児、３歳児から５歳児に分

けて把握しておられましたらお願いいたします。 

 また、無償化となれば、対象となる幼児等の

ほとんどが入所を希望するのではないかと思わ

れます。３歳児から５歳児については、いわゆ

る保育を必要とする子供と、保育を必要としな

い子供の、両方が無償となるのではという報道

のようであります。保護者としても保育園等に

入所させて同じ年齢の子供たちと共同生活をさ

せたいということになると思います。対象児が

全て入所したと仮定した場合の市全体の受け入

れ能力との比較ではどのようになるのでしょう

か、あわせてお聞きいたします。 

 私は、現在の受け入れ能力を超えた希望者と

なるのではないかと思われるのですが、そうし

た場合、無償化を実施して待機児童が出れば、

当然不公平、不平等となってしまいます。仮定

ではありますが、そうした場合の解消策をどの

ように考えておられるのか、厚生参事にお聞き

いたします。 

 朝日新聞の６月18日付の記事によりますと、

兵庫県明石市では、平成28年度から無償化を先

行して行ったところ、待機児童は全国最多とな

ったという報道であります。平成29年度、そし

て今年度と新たに定員を増加したにもかかわら

ず、待機児童が発生してしまったというもので

あります。無償化しても希望者全員が入れなく

ては不公平感が強まるだけと、待機児童となっ

た女性の憤りの声が掲載されています。長井市

における対策をお聞きいたします。 

 次に、無償化に伴い、保育園、幼稚園及び認

定こども園等、認可外保育所や児童センターの

保育内容等の質の面でばらつきが生じないよう

にしなければならないと考えますが、現状での

児童センターと認可保育所の保育レベルに違い

はあるのでしょうか。また、認可外保育所とは

どうでしょうか。子育て推進課長にお聞きいた

します。 

 また、無償化により、保育園や幼稚園等と認

可外保育所・児童センターに対する保護者の入

所希望が変わることが予想されます。例えば、

同じ無償であれば、保護者は認可外保育所より

は認可保育所に入れたいと思うのではないでし

ょうか。また、児童センターより認可保育所等

に入れたいということはないのでしょうか。所

管課としての見解を子育て推進課長にお聞きい

たします。 

 次に、例年ですと10月１日号の市報で新年度

の入園児募集をしているようですが、来年10月

から無償化となれば、来年４月の段階で実質的

に入所児童の振り分けが必要になると思います。

例えば、来年度新たに３歳児として入園する場

合は、半年たてば無償となるわけですから、そ
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れを踏まえて４月から保育園や幼稚園等を選択

するという可能性もあると思います。これから

１カ月もない中での募集はかなり窮屈ですが、

特に保護者に対する丁寧な制度説明を行って、

しっかりと制度を理解していただいた上で申請

を受け付ける必要があると思います。混乱が生

じないようにしなければならないわけですが、

いかがでしょうか。子育て推進課長にお聞きい

たします。 

 この項では最後の質問となります。無償化に

より市の財政負担は増大するのかという点であ

ります。 

 国において所要の財源を確保し、地方の負担

軽減を図るべきと思うのですが、現時点での国

の動きも含め、現行と比較してどう変わるのか、

詳細な制度設計が示されていない中で難しい答

弁とは思いますが、方向的にはどうなのか財政

課長にお聞きをいたします。 

 次に、大項目の２、自治公民館の管理運営等

についてお聞きいたします。 

 今年度から市内６地区のうち、致芳、西根、

平野の３地区の公民館がコミュニティセンター

へと移行いたしました。私は、これまでの社会

教育主体の事業内容から、地域づくり全般を担

うという画期的な体制に移行したと捉えており

ます。地域のことは地域で解決するという基本

理念で、行政では、まずスモールスタートとい

う表現を使いながら各コミュニティセンターを

見守っている感じですが、今後着実にそうした

理念が浸透していくことを期待しているところ

であります。 

 そうした中で、地区公民館のコミュニティセ

ンター化により、これまでの自治公民館という

教育委員会所管の体制では、かかわりが希薄に

なるのではないかと危惧しているところです。

そのため、自治公民館の今後の位置づけがどう

なるのかという点について、また、自治公民館

施設の合併浄化槽等への推進に向けた取り組み

についてお聞きしてまいりたいと思います。 

 初めに、自治公民館の今後の位置づけについ

てお聞きいたします。 

 文化生涯学習課からいただいた資料によりま

すと、市内には84館の自治公民館があります。

建築年の古いものから新しいものまでさまざま

です。この自治公民館の設置根拠と目的につい

て、まず文化生涯学習課長にお聞きいたします。 

 次に、地区公民館のコミュニティセンター化

により自治公民館の位置づけはどうなるのでし

ょうか。平成30年度の「長井市の教育」によれ

ば、公民館活動の充実の中で、自治公民館に対

しては、ハード、ソフト両面からの支援制度を

継続していきますとあります。この件について、

現在、所管する長としての考え方を教育長にお

聞きいたします。 

 私は、今後の地域づくりに向け、地区コミュ

ニティセンターと自治公民館が一体となって推

進する体制を整えていく必要があるのではない

かと考えます。現在の自治公民館の活動につい

ては温度差があるように感じておりますが、今

後は、84もある自治公民館が、それぞれの地区

でもっともっと積極的にコミュニティセンター

と一緒になって活動していくことが大切だと思

います。そのためには、自治公民館もコミュニ

ティセンターと同様、社会教育の枠にこだわら

ない活動ができるよう体制を整えておく必要が

あるのではないかと思いますが、いかがでしょ

うか。市長にお伺いいたします。 

 次に、自治公民館の施設の水洗化への推進に

ついてお聞きいたします。 

 初めに、合併浄化槽等に切りかえる場合の工

事費に係る市の補助制度について文化生涯学習

課長にお聞きいたします。 

 教育委員会で所管する自治公民館の施設及び

設備事業費補助規程のほかに、合併浄化槽等に

切りかえ工事を行う際の市の補助制度はあるの

でしょうか。 
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 次に、現状の自治公民館のトイレ等の排水関

係でありますが、下水道、農集、合併浄化槽、

単独浄化槽及びくみ取りと、各自治公民館さま

ざまですが、水のまちを標榜する長井市として、

下水道・合併浄化槽等への推進を図るべきでは

ないかと思います。その点では、合併浄化槽等

への切りかえ工事については、例えば自治公民

館の畳の修繕や屋根の塗装などとは意味合いを

異にするものではないかと思っております。 

 現在、84の自治公民館の排水関係は、下水道

が29、農集５、合併浄化槽12、単独浄化槽６、

くみ取り32となっています。単独浄化槽とくみ

取りは38自治公民館で45％と、半数近くは今後

の切りかえが必要となっております。 

 また、自治公民館はミニデイサービスの会場

となっており、足腰が弱くなるお年寄りからは、

和式トイレから洋式トイレへの改修も要望され

ているところであります。生活様式も変わり、

洋式トイレの普及でこれからの公共施設のトイ

レも洋式になっていきます。こうした洋式トイ

レの改修に合わせ、合併浄化槽等への切りかえ

が住民負担の軽減を図りながら推進していくこ

とが行政として必要なのではないでしょうか。

そのため、自治公民館の施設及び整備事業費補

助規程の見直しを行い、合併浄化槽等へ切りか

えする場合の補助率については、通常のものよ

り引き上げて推進を図るべきだと考えますが、

いかがでしょうか。市長の見解をお伺いいたし

ます。 

 以上で壇上からの質問を終わります。ご清聴

ありがとうございました。 

○渋谷佐輔議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 おはようございます。 

 平 進介議員から大きく２点、私のほうから

は４点ほど答弁をさせていただきたいと思いま

す。 

 まず最初に、平議員からございました、この

たびの台風21号の被害、特に関西方面で大きな

被害があったわけでございますし、また、けさ

未明の北海道の地震、本当に亡くなられた方に

は心よりお悔やみを申し上げますとともに、被

災された方にお見舞いを申し上げたいと思いま

す。 

 平成最後の年なんですが、こんな災害が頻発

するというのは、私ども、今生きる我々に対す

る今後の取り組みへの警告なのかなと改めて思

っているところでございます。 

 また、以前、平議員からもありました古代の

丘の縄文の土器の土偶広場、これらについては

しっかりと宿題としていただいておりますので、

やはり全体的な施設整備、古代の丘周辺をどう

いうふうにまた魅力あるものにしていくかとい

うことを、財源等含めて検討してまいりたいと

思いますので、ぜひ引き続きいろいろご助言

等々いただければと思います。 

 それでは、早速でございますが、最初に幼児

教育、保育の無料化についてということで、私

のほうからは無料化について、市で進める子育

て・教育行政とのかかわりでどう捉えているか

という点についてお答え申し上げたいと思いま

す。 

 ご承知のとおり、長井市では、長井市まち・

ひと・しごと創生総合戦略、いわゆる地方創生

の取り組みにつきましては、働く場をつくると

いうことと同時に、教育・子育てを重要な柱と

して、日本一幸せに子育てできるまちを推進し

ております。 

 このたび国で示されております幼児教育・保

育の無償化については、幼児期における教育・

保育の重要性、また子育て世帯の経済的負担軽

減という点において、大変意義のあるものと捉

えております。 

 一方で、具体的スケジュール、財政措置、制

度設計など不確定の部分が多くございまして、

来年10月からの運用開始には準備期間が短いの

ではないかと感じております。国のほうでは、
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来年10月の消費増税に合わせて、いわゆる社会

保障費として一番重要な、将来日本を支えてい

ただく子供たちに就学時前からしっかりと国の

ほうでも支援するというあらわれなんでしょう

けども、それに無理やり合わせた感がございま

して、そういった意味では大変私ども、実際は

我々市町村が行うわけでございますので、戸惑

いが大変ございます。 

 山形県の市長会のほうでも、来年10月のこう

いった施策についての要望やらあるいは提言

等々を数多く行っております。今申し上げまし

たように、これは長井市単独のものではなくて、

全市町村共通の課題でございます。無償化の実

施によって新たな保育ニーズが増加した場合、

保育士の確保や施設整備、待機児童対策、保育

の質の確保、自治体の業務量増加など、多くの

課題ということは、議員ご指摘のとおりでござ

います。 

 全国市長会では、ことしの７月11日に子供の

ための無償化実現に向けた全国市長会緊急フォ

ーラムを開催いたしまして、私もメンバーにな

っておりますが、あいにくこの日は出席できな

かったんですけども、子供のための無償化実現

に向けた緊急アピールを決議しております。そ

の中で財政措置や迅速な制度設計、実施時期の

平成32年４月への延期、半年繰り延べするとい

うことなどを盛り込んでございます。 

 以上踏まえまして、運用開始になった際には、

保護者の皆様への丁寧な説明と適切な運用に努

めていくとともに、国に対して今後ともいろい

ろ要望等々行ってまいりたいと思います。 

 続きまして、大きな２点目でございますが、

自治公民館の管理運営等についてということで、

私のほうでは地区公民館のコミュニティセンタ

ー化による自治公民館の今後の位置づけ及び施

設の合併浄化槽等への推進に向けた取り組みを

ということのご質問、ご提言でございます。 

 まず最初に、自治公民館の所管をコミュニテ

ィセンターと同様とすべきでないか、もしくは

市長部局と教育委員会が連携する形ということ

で提言をいただきました。 

 ことしで５年目になります、長井市の第五次

総合計画、このまちづくりの基本目標の１つに、

心豊かで元気に活動できるまちづくりというの

がございまして、生涯学習を通して、人も地域

も元気なまちを目指すものとしております。そ

の生涯学習の拠点の一つが自治公民館でござい

ます。そのため、生涯学習を推進する教育委員

会としても、住民主体の自治公民館に積極的に

かかわっていくべきものというふうに考えてお

ります。 

 また、市内の全自治公民館に加入いただいて

おります長井市自治公民館連絡協議会は、現在

は文化生涯学習課が事務局となっているところ

です。コミュニティセンターの支援を所管する

地域づくり推進課との連携が非常に重要だと思

っております。現在、情報交換の場といたしま

して、定期的に各館長会、それから文化会館や

文教の杜、図書館などの文化施設も含めた担当

者会、この場合の館長会というのが６つのコミ

ュニティセンター、そして地区公民館のことで

ございますが、地区公民館とコミュニティセン

ター、文教施設、文化生涯学習課と地域づくり

推進課、また生涯スポーツ課で情報を共有し、

連携を深めているところでございますので、現

在のようなそれぞれの役割を担う仕組みの中で

まずは振興していきたいと考えております。 

 ２点目は、自治公民館を市長部局に移管した

場合の制度上の問題はということでございます

が、自治公民館は、これは文字どおり地域の住

民の皆様の自治的な組織ということで、住みよ

い地域づくりを目指した住民の自主活動実践の

場でございます。行政の立場は、その活動がし

やすい環境を整えるための支援に尽きると考え

ております。したがって、仮に支援する担当部

局がかわっても、制度上の問題はないと考えて
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ございます。 

 なお、私のほうでは、８年ほど前でしょうか

ね、財政再建の一環として、かつて６つの地区

公民館のほうに、それは地区公民館それぞれや

り方は違うんですけども、各分館、各地域の公

民館の各集落・町内の自治公民館への補助金と

いうのあったのを、これを集中改革プランとい

うことでゼロにしたという経緯がございます。

そこから、財政再建が明けた後、それぞれの分

館で自主的な活動をするための支援措置と、そ

して近年は、各分館、自治公民館のほうでは、

やはりお年寄りだけの世帯がふえたことと、ま

た戸数自体も減っているということで運営も難

しいということから、本当にごく少額ではござ

いますけれども、そういった支援なども行って

おりますが、これらについても今、教育委員会

で行っていただいていますが、今後は地域づく

り推進課とどういうふうに役割分担していくか

ということが課題になると思いますので、なお

ご指導いただければと思います。 

 次に、社会変化と高齢化による洋式トイレの

改修要請ということでございますが、これと熱

中対策も含めたエアコンの設置など今後の課題

ということをあわせてお答えさせていただきた

いと思いますが、今、タウンミーティングを、

西根地区は全て行わせていただきましたけども、

その中でやはりミニデイサービスのときなど、

暑い６月、７月、８月のうちはむしろ大変な、

体調管理に大変だということでエアコンを設置

したいと。しかし、なかなかこれを単独で設置

するのは難しいということのご意見などをいた

だきました。 

 また、合併浄化槽の件なども含めてでござい

ますけども、トイレを水洗化する、あるいは洋

式化するということについても多額の費用がか

かるということから、そこでいろいろご助言、

ご提言をいただきましたので、私のほうではぜ

ひ来年度から、担当課である文化生涯学習課あ

るいは地域づくり推進課と協議をしながら、今

は３割補助ということで、各分館の新築、増改

築あるいはさまざまな備品の購入等々について

３割支援はしているんですけども、ちょっと基

準をもう少し緩やかにする、あるいは５割補助

ということで下限の、10万円以上と今なってい

るんですね、事業費が、その辺のところをもう

少し下げて、もっと現実に即した形でお手伝い

しなきゃいけないというふうに思いまして、各

課とこれから協議をしてまいりたいと。その際

には、いわゆる補助残の５割分についても、例

えばトイレを水洗化して洋式化するというと、

やはり100万円とか超える場合も多々あるので

はないかと。エアコンについても、１台で済ま

ないということであれば四、五十万円かかると。

そうすると半分の50万円とか20万円とか30万円

とか、その負担をするのもなかなか大変だと。

したがいまして、そこについてはぜひ今現在、

市民からいろいろいただいて造成している基金

がいろいろございます。その基金の中からどの

基金がいいか、審議会、その委員会の皆様とも

協議をしながら、無利子でお貸しするというよ

うなことで、急ぐ場合は緊急に対応できるよう

な、そういったところも検討しなければいけな

いと考えているところでございます。 

 済みません、急いで答弁します。 

 続きまして、今後の地域づくりに向けて、地

域コミュニティセンターと自治公民館が一体と

なって推進する体制を整えるべきではないかと

いうことでございますが、これらにつきまして

も、先ほどもお話し申し上げましたように、コ

ミュニティセンター、コミセンと自治公民館は

地域づくりの両輪でございまして、なぜ地区公

民館をコミュニティセンター化をということで

お願いしたかというのは、ご承知のとおり、地

区公民館というのは、生涯学習とか、あるいは

青少年育成、地域の歴史や文化、またはさまざ

まな芸能等々を継承するということが主な目的
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でございまして、そこには私ども市のほうでぜ

ひこれから地域の皆様にもご協力をいただきた

い地域福祉やら、あるいは地域の防災、またさ

まざまな、実際は各地区の自治公民館は、その

地域の、その集落、部落の地域づくりの拠点に

なっているわけですけども、そういった機能を

持っていただきたいということですから、これ

は議員おっしゃるように、全く一体のものと考

えております。 

 したがいまして、今後は地域づくり計画とい

うのは、我々行政任せじゃなくて、地元の地域

の人たちが手弁当で計画をつくって、自分たち

の地域をこういうふうにしたいという目標をつ

くっていただいたところからコミセン化を進め

ているわけですから、そしていずれ、例えば西

根の場合ですと、西根の市民体育館といいます

か、大変老朽化して、もともとは使えるだけ使

ってあとはつくらないという約束だったようで

すが、現状そうはいかないということでありま

すし、例えばミニデイサービスを、今は勧進代

でしっかりなさっていますけども、なかなかし

切れなくなる場合、お世話をする人の関係で、

そういった場合、地区のコミセンでそれを担う

と。場所は勧進代の人は勧進代ということもあ

ると思いますけども、そういった場合に例えば

コミセンでマイクロバスを用意して送迎をして

あげたりとか、あとは体育館ではなく、さまざ

まな地域の防災センター等、あるいはさまざま

な健康づくりのための施設ということでの、い

わゆる小さな拠点、そういったことなどを皆様

と協議をしながら、西根は西根独自でそういっ

た計画を立てて、それを私どもとしてはいろん

な国の支援等々いただきながら進めてまいりた

いというふうに思っています。 

 最後になりますけれども、もう先に言ってし

まいましたけども、施設の水洗化、合併浄化槽

等への推進でございますけれども、現状の自治

公民館のトイレ等の排水関係は、その地区によ

って公共下水と農集排と、それから合併浄化槽、

あと現在も単独浄化槽というところとかあるか

とは思いますが、それにつきましては、例えば

工事費そのものは、合併浄化槽については市で

全て行います。ただ、その後、利用する場合は、

分担金とそして利用料が生じますけども、各自

治公民館のいわゆる分館の使用料につきまして

は、５年ほど前、条例を皆様にご承認いただい

て格安にしてございますので、そういったこと

でできるだけスムーズに、そしてその後の維持

管理で負担が過大にならないように考えており

ますので、ぜひご理解をいただきたいと思いま

すし、さまざまな規程等々の見直しについても、

それに合ったように進めてまいりたいと思いま

す。 

 私のほうからは、以上でございます。 

○渋谷佐輔議長 平田 裕教育長。 

○平田 裕教育長 私のほうには、自治公民館の

今後の位置づけにかかわりまして、地区公民館

のコミュニティセンター化により、自治公民館

の位置づけはどうなるのかというご質問をいた

だきました。 

 議員ご指摘のとおり、近年、社会的課題が非

常に多様化してございます。地区公民館は、地

域ごとの課題に対応するため、関係する機関あ

るいは団体をつなぎながら、それらの課題の解

決を目指す役割が求められているところでござ

います。本市で進めているコミュニティセンタ

ー化は、さらにそれを進め、住民主体による課

題解決の取り組みの体制の確立、それから暮ら

し続けるための生活サービス機能の確保など、

地域主体の取り組みを一層推進するものであり

ます。目指す姿が、議員ご指摘の小さな拠点で

ございます。 

 ご質問の地区公民館がコミュニティセンター

に移行になった場合どうなるのかということで

ございますけれども、コミュニティセンターと

自治公民館は、先ほど市長の答弁にもありまし
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たとおり、地域づくりの両輪であることに変わ

りはございません。自治公民館に対する変わら

ぬ行政支援を講じていかなければならないとい

うふうに考えているところでございますので、

よろしくお願いしたいというふうに思います。 

○渋谷佐輔議長 佐野安広厚生参事。 

○佐野安広厚生参事 幼児教育・保育の無償化で

受け入れ能力を超えた希望者となり、待機児童

が出れば不公平、不平等となる。その場合の解

消策はというご質問でございますけれども、建

物の面積等から設定している定員から見た場合、

受け入れ能力につきましては確保されてござい

ます。一方で、児童受け入れの人数について、

ふやす場合については保育士の配置が必要にな

りますので、保育士の不足により受け入れるこ

とができなかったということがないように、保

育士確保にも力を入れていきたいというふうに

考えているところでございます。 

○渋谷佐輔議長 鈴木嗣郎財政課長。 

○鈴木嗣郎財政課長 幼児教育・保育の無償化に

伴う市の財政負担についてお答えいたします。 

 情報が極めて少ない状況でございますので、

仮定に基づいた答弁となってしまいますことに

つきまして、ご容赦をお願いしたいと思います。 

 現在、持ち合わせている情報の中で懸念され

るのは、認可外保育施設の取り扱いでございま

す。６月15日に示された骨太の方針2018では、

認可外保育施設も対象となるという記述がござ

います。しかし、無償化の対象者につきまして

は、保育の必要性があると認定された子供であ

って、認可保育所や認定こども園を利用できて

いない者とするとの記述もございます。つまり

認可外の保育施設に通う子供のうち、保育の必

要性がないとされた子供は、無償化の対象外と

いうようなこととなってきます。 

 先ほど懸念と申しましたのは、本市の児童セ

ンターの取り扱いでございます。児童センター

では、国の指針に基づいて保育を行っていると

いうことでございますので、認可外の保育施設

には位置づけられるというふうに考えておると

ころです。しかし、児童センターが認可外の保

育施設という位置づけとなったといたしまして

も、保育の必要性を認定されない子供は国の無

償化の対象外というようなことでございますの

で、心配なところです。これは児童センターに

限らず、市内の認可外保育施設に共通している

課題だと考えられます。 

 同一の施設でありながら、一方は無償、一方

は有償ということにはなかなかできにくいと考

えますので、仮に保育の必要性が認定されない

子供、その費用を市が肩がわりしなければなら

ないということになりますと、市の負担がふえ

るということになると思われます。 

 なお、現在は、保育を要する、要しないにか

かわらず、市内の児童数に応じた基準財政需要

額をもとにして普通交付税が算定されておりま

すので、認可外保育施設を含む行政需要に対し

て国の財政措置があるというような状況です。

今後、国の無償化に伴いまして、仮に国からの

財源配分がないにもかかわらず、児童センター

の使用料がいただけない状況になったり、交付

税の算定方法が変更されたりすれば、市の負担

がふえることもあるというようなことと思われ

ます。 

 また、制度変更に伴い、事務量は増加いたし

ますので、人件費、事務費の増加等についても

覚悟しておく必要があると思われます。 

 情報が限られており、現在のところお答えで

きるのは、以上でございます。 

○渋谷佐輔議長 梅津義徳子育て推進課長。 

○梅津義徳子育て推進課長 お答えをいたします。 

 無償化に向けた制度改正の内容につきまして

は、少子化対策の一つとして、また幼児教育の

重要性から、３歳児から５歳児までの全ての子

供及びゼロ歳児から２歳児までの住民税非課税

世帯の子供について、幼稚園、保育所、認定こ
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ども園、認可外保育所などの費用を無償化をす

るというものになっております。スケジュール

につきましては、来年10月からの全面的な実施

を目指すこと以外、現段階で国から正式なもの

は示されておりません。 

 続いて、３番目の、現在の待機児童数の状況

についてですが、待機児童については国におい

て定義が定められておりまして、育児休業を延

長できた場合など、保育所に入所できなくても

待機児童に認定しない場合がございます。国の

定義に基づいた待機児童と、保育所に入所でき

ず、待機児童にも認定されない、いわゆる隠れ

待機児童の数の両方についてお答えをいたしま

す。 

 ゼロ歳児から２歳児の場合、９月１日現在で

国の定義に基づく待機児童につきましては、ゼ

ロ歳児で１人となっております。保育所に入所

できずに待機児童にも認定されない児童は、ゼ

ロ歳児で６人、１歳児でお一人、合計７人です。

続いて、３歳児から５歳児の場合につきまして

は、待機児童及び隠れ待機児童とも、どちらも

発生しておりません。 

 続きまして、４番目の対象児が全て入所した

場合の受け入れ能力との比較はとのご質問です

が、先ほど参事からも一部答弁ございましたが、

平成30年４月１日時点の３歳児から５歳児まで

の市内の児童数は586人です。一方、市内保育

所、認定こども園、児童センターのうち３歳児

から５歳児の定員は合計760人となっており、

定員が児童数を上回っております。 

 参考までに、地域別に見ますと、中央地区内

の児童数は285人、中央地区内にあります保育

所等の定員数は合計358人です。また、中央地

区以外の児童数は301人、中央地区以外にあり

ます児童センターの定員数は合計402人となっ

ており、いずれも定員が児童数を上回っており

ます。ただし、この数字は地区内の施設数に児

童数を当てはめたかなり大ざっぱな比較という

ことですので、それに留意をしなければなりま

せんし、児童センターの定員は主に施設の面積

等から算出されておりまして、実際に定員の受

け入れを行うためには保育士の確保が必要とな

ってまいります。 

 また、ゼロ歳児から２歳児については、市内

の児童数は519人で、定員は354人となっており

ます。 

 参考までに、無償化の対象となる非課税世帯

の定員を市民税均等割課税、所得割非課税とし

た場合、その割合は平成30年４月１日現在で

11.4％、519人中59人となります。 

 続いて、（６）にあります現状で児童センタ

ーと認可保育所の保育レベルに違いはあるか、

また認可外保育所とはどうかというご質問につ

いてですが、保育所における保育内容について

は、厚生労働省による保育所保育指針に定めら

れておりまして、この指針に基づいて保育を行

うこととされております。市内保育所はもちろ

ん、児童センターにおいても、この保育所保育

指針に基づいて保育を行っております。 

 また、長井市では30年ほど前より、長井市保

育研究会という市内保育所の自主的な勉強会を

開催しております。この勉強会は、長井市のお

子さんを同じ保育の質のもと、小学校へつなぐ

という趣旨のものであり、現在では児童センタ

ー及び市内保育施設のほとんどが参加をしてい

るというふうに聞いております。 

 以上のことから、児童センターと保育所の保

育レベルに違いはないものと認識をしておりま

す。 

 認可外保育施設につきましては、保育所保育

指針に準じた運営を行っております。年に１度、

市立ち会いのもと、県による調査があり、保育

所に準じた運営となっていることを確認をして

おります。 

 続きまして、無償化により保育園や幼稚園と

認可外保育所、児童センターの保護者の入所希
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望が変わらないかというご質問でございますが、

長井市の認可外保育所は事業所内保育所のみで

あり、入所児童はゼロ歳児から２歳児まででご

ざいます。保護者がこの施設をご希望される理

由としては、保護者の就労形態に合わせお子さ

んを預けることができる点にあると思います。

また、徴収される保育料が低額であることもあ

り、無償化により入所希望先が大きく変わるこ

とはないと考えているところでございます。 

 次に、保護者が児童センターを選択される主

な理由として、小学校への就学に向け、地元で

の保育を希望される場合が多いというふうに感

じております。実際、中央地区の認可保育所等

を利用した後、２歳児以降、地元の児童センタ

ーを希望される保護者も多くいらっしゃいます。

先に申し上げたとおり、児童センターと認可保

育所等の保育レベルの違いはないものと認識し

ておりますので、無償化を理由に入所希望先の

大幅な変更はないものというふうに考えており

ます。 

 最後になりますが、来年10月からの無償化開

始に向け、保護者に丁寧な制度改正の説明を行

い、募集する必要があるのではというご質問で

すが、市長からも答弁ありましたように、現在、

国から無償化についての具体的運用方法、スケ

ジュール等が示されておりません。そのような

状況でありますので、来年度の入園児募集の際

に、無償化について具体的な制度改正の説明を

行う予定はしておらないところです。しかしな

がら、無償化につきましては、保護者の皆様に

とっても重要な関心事でありますので、今後、

国からの運用方法やスケジュールが示された際

には、適切に把握した上で、保護者の皆様への

早急かつ丁寧な制度説明を行っていきたいと考

えております。以上でございます。 

○渋谷佐輔議長 佐々木勝彦文化生涯学習課長。 

○佐々木勝彦文化生涯学習課長 私のほうには、

大項目の自治公民館の管理運営等についてとい

うことで、２点ご質問を頂戴しました。 

 第１点目でございます。自治公民館の設置根

拠と目的はということでございます。 

 地区公民館が地域住民の日常生活に密着して、

その課題解決を図るための総合的な社会教育施

設であり、社会教育法によりまして、市町村が

設置するものというふうになっております。そ

れに対しまして、自治公民館は各地域の自主的

な組織団体でございます。 

 現在、本市の地区数は139でございますが、

自治公民館数は86ございます。成田地区のよう

な15地区で公民館を運営するような形態や、そ

のほかにも複数の地区で公民館運営や共同事業

を実施するなど、その形態もさまざまでござい

ます。 

 自治公民館は、先ほど市長も触れられており

ましたが、住民相互の連携や親睦を図りまして、

福祉や生活環境、防犯や防災など、それぞれの

地域に起こる問題を解決するために自主的かつ

民主的な団体でございまして、地区公民館のよ

うに法制度の中で市町村が設置するものではご

ざいません。ただし、その役割や機能の点では、

地区公民館と自治公民館の役割は同じ方向でご

ざいます。先ほど来、答弁にもございましたと

おり、地域づくりの両輪でありますことから、

社会教育法上の公民館類似施設として、市でも

その活動を支援しているところでございます。 

 ２つ目の質問でございます。合併浄化槽への

切りかえる場合の工事費に係る市の補助制度は

という内容でいただきました。 

 先ほど市長からも触れられておりましたので、

現制度ということでご説明させていただきます。

自治公民館の施設整備に対します支援といたし

まして、長井市自治公民館の施設及び設備事業

費補助金がございます。この補助金は、新築、

増改築や修繕、設備や備品の購入において事業

費が10万円以上のものに、上限400万円まで事

業費に対して３割補助するものでございます。
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合併浄化槽等に切りかえる場合の工事費につき

ましても、この事業の対象となっております。

また、この補助金以外の補助制度につきまして

は、現在のところないものということで理解し

ております。 

○渋谷佐輔議長 ５番、平 進介議員。 

○５番 平 進介議員 それぞれに丁寧にご答弁

いただきましてありがとうございました。ちょ

っと前置きなどがありまして、再質問できない

ような時間になってまいりましたので、この幼

児教育・保育の無償化につきましては、来年10

月からの本格実施ということでありますし、今

回の一般質問でも今泉春江議員なども質問され

るということでございますので、次回のまた機

会ありましたらば質問してまいりたいというふ

うに思いますが、答弁をお聞きしますと、まず

定数的には来年の10月からなっても大丈夫だけ

れども、保育士の確保について課題があるとい

うふうなことでございました。 

 この間の厚生の協議会の中でもお話し申し上

げたところですが、沖縄県のある市、うるま市

あたりでは、県のほうの保育士有資格を持って

いる方の名簿等を情報提供いただきながら、そ

ういった保育士の確保をしているというような

ことでもございますので、山形県におきまして

も、そういった市町村連携のもとに、そうした

働きかけをしてはいかがかなというふうに思っ

たところでございます。 

 なお、今後とも国からの情報提供あり次第、

保護者の皆さんに丁寧に説明をしていただいて、

混乱のない無償化に向けていただきたいという

ふうに思います。 

 あと、２点目の自治公民館の管理運営等につ

いてであります。コミュニティセンターと自治

公民館については、地域づくりの両輪であると

いうことで、文化生涯学習課なり地域づくり推

進課とともに連携をとりながら、今後進めてい

くというふうなお話で、大変ありがたい、当面

はそういった形で進めていくというふうなこと

でございますので、了解をしたところでござい

ます。自治公民館も84あるわけですから、しっ

かりとその体制を、その能力を引き出していた

だいて地域づくりに推進、邁進していただけれ

ばというふうに思います。 

 あと、トイレの水洗化、合併浄化槽等への切

りかえの部分について、補助率を上げていただ

くということで市長から大変いいお話をいただ

いて、大変ありがたいなというふうに思ったと

ころです。あわせて、自治公民館における熱中

症対策も含めてのエアコンの設置などについて

も……。 

○渋谷佐輔議長 時間でございます。 

○５番 平 進介議員 ありがとうございました。

そうしたことも含めまして、再度今後とよろし

くお願いしたいというふうに思います。 

 以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

 

 

 浅野敏明議員の質問 

 

 

○渋谷佐輔議長 次に、順位２番、議席番号２番、

浅野敏明議員。 

  （２番浅野敏明議員登壇） 

○２番 浅野敏明議員 おはようございます。 

 一般質問初日の２番目、長井創生の浅野敏明

でございます。時間もなくなることを考えて、

前置きなしで質問に移らせていただきます。 

 このたびは、公共施設等総合管理計画策定後

の対応と、現市庁舎の利活用及び今後の道路除

雪車運行管理と除雪体制について、大きく３点

の質問を行いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 １番目の質問は、公共施設等総合管理計画策

定後の対応についてご質問します。 


